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船舶事故調査報告書 

 

                            令和元年１２月１８日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年２月１１日 １８時４５分ごろ 

発生場所 茨城県北茨城市大津
お お つ

港東南東方沖 

 大津岬灯台から真方位１２７°１６.１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３６°４０.０′ 東経１４１°０４.１′） 

事故の概要 漁船第五十二石
いし

田
だ

丸は、漂泊中、また、漁船第十一海
かい

栄
えい

丸は、北進

中、両船が衝突した。 

第五十二石田丸は、右舷船尾部外板に凹損等を生じ、また、第十一

海栄丸は、右舷船尾部ブルワークの凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成３１年３月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第五十二石田丸、２３６トン  

１４２４２０、株式会社石田丸漁業 

４６.２５ｍ（Lr）×８.５０ｍ×３.８０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２,５０１kＷ、平成２７年３月 

Ｂ 漁船 第十一海栄丸、１９９トン 

１４２３１３、丸成漁業株式会社 

３９.４０ｍ（Lr）×９.２０ｍ×３.６０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２,２０６kＷ、平成２６年９月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３７歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１６年７月２９日 

     免 状 交 付 年 月 日 平成３１年２月５日 

免状有効期間満了日 令和６年７月２８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３６歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２５年４月９日 

     免 状 交 付 年 月 日 平成３０年１月１０日 

免状有効期間満了日 令和５年４月８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に凹損及び擦過傷 



- 2 - 

Ｂ 右舷船尾部ブルワーク及びサイドローラーに凹損、右舷船尾部外

板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 ４～５m/s、視界 良好 

海象：波高 約１～２ｍ 

日没時刻：１７時１２分ごろ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、まき網漁の運搬船で、船長Ａほか９人（日本国籍７人、イ

ンドネシア共和国籍２人）が乗り組み、網船１隻（以下「網船Ａ」と

いう。）と共に大津港東南東方沖の漁場へ向けて平成３１年２月１１

日１２時４５分ごろ茨城県神栖
か み す

市波崎
は さ き

漁港を出港した。 

網船Ａは、１８時２０分ごろ大津港東南東方沖で魚群を探知し、１

８時３５分ごろ浮子
あ ぱ

網で半径約２５０ｍの円状に魚群を取り囲み、船

首を東方に向けて漂泊した状態で、漁網底部にある環状に配置され

たおもり
．．．

に通す索を締め付けたのち、舷側からおもり
．．．

の束を引き揚

げる環巻き作業を始めた。 

Ａ船は、環巻き作業が終わるまで網船Ａの東方約１５０～２００ｍ

の場所でソナー*1により網船Ａのまき
．．

網に入った魚群を監視ながら、

船首を南南東に向けて漂泊して待機していた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 網船Ａ及びＡ船の操業状況 

 

船長Ａは、レーダー２台で周囲を監視し、左舷船尾方にＢ船の映像

を認め、１８時３８分ごろＢ船がＡ船の左舷正横を通過して南進する

のを認めた後、魚群を監視していたところ、反転してＡ船及び網船Ａ

に向かって北進するＢ船の右舷灯及びマスト灯２個を視認した。 

船長Ａは、Ｂ船を視認後、１,０００ｍとしたレーダーレンジで右

舷船首方約３００～４００ｍにＢ船の映像を探知し、Ｂ船の動静を監

視していたところ、Ｂ船が左転したので、Ｂ船が網船Ａの西方に離れ

て行くと思い、ソナーで魚群の監視を続けたところ、Ｂ船が針路を右

方に変えてＡ船の右舷中央部に向かってくるのを認めた。 

Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船との衝突を避けるつもりで主機の操縦レバ

ーを中立運転状態から操作し、可変ピッチプロペラ（以下「ＣＰＰ」

                             
*1 「ソナー」とは、音響を使って魚群を探知する機器であり、魚群探知機が船体直下を探知することに対し、周囲

方向を探知できるものをいう。 

環状のおもり 

浮子網 

魚群 

網船Ａ 
Ａ船 

漁網底部の索 

網 
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という。）の翼角を前進１０°の半速力として回転数を上げ、左舵を

取ったが、１８時４５分ごろＡ船の右舷船尾部とＢ船の右舷船尾部と

が衝突した。 

Ａ船は、船長Ａが、網船ＡにＢ船と衝突した事実を知らせ、Ａ船の

損傷状況を確認したところ、航行可能と判断し、網船Ａのまき
．．

網で捕

獲した漁獲物を積載したのち、波崎漁港に帰港した。 

Ｂ船は、まき網漁の網船で、船長Ｂ及び漁労長（以下「漁労長Ｂ」

という。）ほか２５人（日本国籍２３人、インドネシア共和国籍２

人）が乗り組み、２隻の僚船と共に大津港東南東方沖の漁場へ向けて

２月１１日１５時３０分ごろ同港を出港し、魚群探索を始めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、レーダー２台を作動し、手動操舵により約１１

ノットの対地速力で南進中、目視及びレーダーで右舷方に航行中の法

定灯火を表示した網船Ａ及びＡ船を認め、１８時３８分ごろ両船を右

舷正横に見て通過した。 

Ｂ船は、漁労長Ｂの指示により、操業中である他船団の網船Ａの網

に入った魚群の状況を把握する目的で右回頭し、環巻き作業中の網船

Ａの船首部付近に針路を向けて北進した。 

船長Ｂは、１８時４２分ごろレーダー１台で船首方約１,０００ｍ

に網船Ａ及びＡ船の映像を確認し、両船に接近しながら、別の１台の

レーダーレンジを約５００ｍにして網船Ａの網の映像を監視しながら

航行を続け、漁労長Ｂがソナーで同網の中の魚群を監視していた。 

船長Ｂは、ソナーで網船Ａの網に入った魚群を探る目的で、漁労長

Ｂに左舵を取るよう指示を受けて針路を網船Ａの網の西端に向けた

後、間もなく漁労長Ｂに右舵を取るよう指示を受け、右舵２０°とし

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが、レーダーで網船Ａの網の映像を確認しながら右

転中、Ａ船が約１００ｍの間近に接近していることに気付き、衝突の

危険を感じ、左舵を取り、ＣＰＰの翼角を０度として減速したが、Ａ

船と衝突した。 

Ｂ船は、乗組員がＢ船の損傷状況を確認し、漁労長Ｂが、Ａ船の漁

労長と無線で連絡を取り、Ａ船の損傷状況及びけが人がいないことを

確認した後、福島県いわき市小名浜港で修理することとし、１２日０

１時２０分ごろ同港に帰港した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 事故発生経過概略図（推

定）、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷状況（修理後）、写真３ 

Ｂ船、写真４ Ｂ船の損傷状況（右舷船尾部ブルワークの凹損） 

参照） 

 その他の事項 船長Ａは、Ｂ船が、Ａ船を避けてくれると思い、漂泊を続けていた

が、もっと早くＢ船との衝突の危険を感じ、衝突を避けるための措置

をとるべきであったと本事故後に思った。 
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 船長Ｂは、網船Ａの網を損傷させれば損害が多額になるので、レー

ダーで同網の映像を監視しながら、同網のレーダー映像に意識を向け

て網船Ａの網に近づき過ぎないように同網に沿って操船していたの

で、Ａ船の方を注意して見ていなかったと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、Ａ船が表示している灯火から微速力で航行中であるよう

に見えており、網船が運搬船に対して慣習として優先的な立場なの

で、今回もＡ船がＢ船を避けてくれると思っていた。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、Ａ船及びＢ船に負傷者がいなかったので、海

上保安庁への通報を行っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、大津漁港東南東方沖において漂泊中、船長Ａが、レーダー

でＡ船及び網船Ａに向けて北進するＢ船を認めた際、Ｂ船が左転した

ので網船Ａの西方に向けて離れて行くと思い、ソナーで魚群の監視を

続けたことから、右方に転針して接近してくるＢ船に気付くのが遅

れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、大津漁港東南東方沖において北進中、船長Ｂが、網船Ａの

網の映像をレーダーで見ることに意識を向けて航行していたことか

ら、Ａ船が間近に接近していることに気付いて左舵を取って減速した

ものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、大津港東南東方沖において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が北進

中、船長Ａが、Ｂ船が左転したので網船Ａの西方に向けて離れて行く

と思い、ソナーで魚群の監視を続け、また、船長Ｂが、網船Ａの網の

映像をレーダーで見ることに意識を向けて航行していたため、両船が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・運搬船の船長は、網船が操業中の警戒業務及び魚群監視作業中に

おいても、他船が付近を航行し、衝突のおそれを感じた場合、汽

笛を吹鳴して注意喚起し、他船に存在を知らせるか又は早めに主

機を使用して避航動作をとること。 

・巻き網船の船長は、他船団の巻き網船が操業中、同船の網及び周

囲の運搬船と安全な距離を保って通過すること。 

・船長は、海難その他の異常の事態が発生した場合、速やかに海上

保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成３１年２月１１日 

１８時４５分ごろ発生） 

大津港 

茨城県北茨城市 

大津岬灯台 

波崎漁港 

茨城県北茨城市 

付図２ 
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付図２ 事故発生経過概略図（推定） 
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写真１ Ａ船         写真２ Ａ船の損傷状況（修理後） 

  

 

           写真４ Ｂ船の損傷状況 

写真３ Ｂ船         （右舷船尾部ブルワークの凹損） 

  

損傷箇所 
サイドローラー 

ブルワーク 


